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きょうと市民しんぶん広告取扱業者の 

選定に係る指名競争入札の実施について 

 

京都市では、京都市政広報紙｢きょうと市民しんぶん(全市版・区版)｣に、広告を掲載して

います。 

この度、この広告掲載枠の令和８年度（掲載号「令和８年５月１日号から令和９年４月

１５日号まで」）の利用について、一括して広告を取り扱っていただく業者（以下「広告取

扱業者」という。）の選定を、下記のとおり指名競争入札で実施いたします。 

 

記 

 

１ 広告の概要 

  「きょうと市民しんぶん広告掲載取扱要領」を参照してください。 

 

２ 入札方法など 

  広告取扱業者については、取扱要領に則り、より高い広告掲載料を提示するものを落

札者とする指名競争入札により決定します。 

 

 (1) 広告掲載申込書の提出期限及び提出場所 

ア 提出期限 

令和８年１月２７日（火） 午後５時まで 

  イ 提出場所 

〒６０４－８５７１ 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

    京都市役所本庁舎 ４階 

    京都市総合企画局市長公室広報担当 

 

 (2) 競争入札参加通知 

   広告掲載申込書等の受領後、広告事業指名競争入札通知書を令和８年１月３０日



（金）までに電子メールで送付します。 

 

 (3) 競争入札参加資格の取消し 

   市長は、競争入札参加資格があると認めた者が、次のア～ウに該当することとなっ

たときは、上記２(2)による通知を取り消し、改めてその旨を通知します。 

  ア 競争入札参加資格があると認めた者が入札日時までに、京都市契約事務規則第２

条に規定する入札参加者の資格を喪失したとき 

  イ アに掲げるもののほか、本件入札に参加する者に必要な資格を欠くこととなった

とき 

  ウ その他市長が特に入札に参加させることが不適当であると認めたとき 

 

 (4) 入札書の交付 

   入札参加者には、上記２(2)の通知に際し、広告事業入札書を電子メールで送付します。 

 

 (5)  競争入札執行の日時 

   入札は郵送で実施し、開札日を令和８年２月１２日（木）とします。簡易書留郵便

により、２(1)イに記載の住所宛てに、次の期限までに発送してください。期限までに

到達しない場合は無効とします。 

期 限：令和８年２月１０日（火）午後５時（必着） 

 

 (6) 入札及び開札方法 

  ア 入札書は、２(4)により送付した「広告事業入札書」を使用し、封筒に入れ、表面

に「きょうと市民しんぶんの広告掲載に係る入札書」と記載し、裏面に入札者の主

たる事務所の所在地、名称及び代表者名を記載したうえ、封印してください。 

    さらに、入札書を入れて封印した封筒を別の封筒に入れ、入札書を封入する際の

記載と同様に、封筒の表面に、「きょうと市民しんぶんの広告掲載に係る入札書在中」

と記載、また、裏面に、入札者の主たる事務所の所在地、名称及び代表者名を記載

したうえ、封印してください。 

    また、予定価格以上の金額での入札がない場合、再度の入札を１回を限度として

行いますので、再度の入札を希望される場合は、再入札用の入札書を用意の上、上

記と同様に二重封筒で郵送してください。なお、内封筒、外封筒ともに、表面は、「き

ょうと市民しんぶんの広告掲載に係る入札書在中（再入札用）」と記載してください。 

  イ 入札書の各欄には、漏れなく必要事項を記入してください。 

  ウ 入札書に記入する金額は、契約期間（令和８年４月１日から令和９年３月３１日

まで）に広告を掲載する金額の総額を記載してください。 

    落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に

相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地



方消費税の課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望

金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載してください。 

  エ 開札（再入札の開札を含む）は、市長公室広報担当の職員が複数名で行います。

なお、きょうと市民しんぶん担当以外の職員が立会うこととします。 

 

 (7) 落札者の決定方法 

  ア 予定価格以上で最高の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 

  イ 落札となるべき同価の入札をした者が２名以上あるときは、立ち会った職員によ

るくじ引きにより決定します。 

 

 (8) 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 免除 

          ※免除された人が落札者となったにもかかわらず契約を締結しない

ときは、京都市契約事務規則第２５条において準用する同規則第

８条第２項の規定により違約金を徴収します。 

イ 契約保証金 契約金額の１割 

          ※ただし、京都市契約事務規則第３０条に掲げる事項に該当する場

合は免除とする。 

 

 (9) 入札の無効 

  ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき 

  イ 入札者が２通以上の入札をしたとき 

  ウ 入札書に入札者の主たる事務所の所在地、名称及び代表者名の記載がないとき 

  エ 入札書の署名が、代表者によるものでないとき 

  オ 入札書の金額の記載に訂正があるとき又はもれているとき 

  カ 入札者が協定して入札したとき、その他入札に際し不正の行為があったとき 

  キ 提出書類に虚偽の記載をした者が入札を行ったとき 

  ク その他、入札に関する条件に違反したとき 

 

 (10) 契約期間 

    令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

 (11) その他 

    京都市総合企画局市長公室広報担当では、広告取扱業者が広告主を獲得しやすい

ように、きょうと市民しんぶんの紙面上及び京都市ホームページ上に、広告募集の

案内を掲載します。 

 



※ 必ず以下の書類もご確認ください。 

・ 京都市広告事業実施要綱 

・ 京都市広告掲載基準 

・ きょうと市民しんぶん広告掲載取扱要領 

・ 広告掲載申込書 


